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 標準事務処理フロー図 
  

 標 準 処 理 期 間    計 120日 

 オンライン標準処理期間    計 120日 

  項番      項  目            説      明 

 
 
   １ 

 
 事前相談 

  制度概要・提出書類等の案内   
     提出                     
                                            
     ○   修正及び装置提供等の依頼 回答・提供      ○ 
 
 
                                 審査結果通知 
                                  

 
   ２ 

  

形式受付 

  申請書および添付資料の提出受付 

 
 
 
 
 

１日 
         ○ 

形式受付 
          

 
 
 
       
 
      120日 
              ○ 
     審  査 
        
               

 
 
 
  
 
１日 

     ○ 
     受理 

 
   ３
  

 

審査 

  
書類等の審査 

 
※東京都粒子状物質減少装置指定

委員会への意見聴取を含む 

 
    
 

４ 

 
    

 

受理 

  

  

 審査結果通知・公表 

  

 

 
 備考 

 
・必要な添付資料が添付されない場合などは、標準処理

期間以上の期間を要します。 
 
・事前相談に要する期間は、標準処理期間に含みません。 


